
 

京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区の更新について 

 

 神奈川県、川崎市及び横浜市で共同提案を行い、平成 23 年 12 月に国から区域指定を受け

た「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区」は、今年度、現行計画期間の最終

年度を迎えることから、今後も引き続き総合特区制度のメリットを受けられるよう、国への

更新手続きを進めてまいります。 

 

１ 京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区の概要 

（１）総合特区の目指す目標 

個別化・予防医療時代に対応した、グローバル企業による革新的医薬品・医療機器の

開発・製造と健康関連産業の創出 
（２）現行計画期間 

平成 24 年３月９日～平成 29 年３月末日 

（３）総合特区における国による特例措置・支援措置 

①規制の特例措置、②税制上の支援措置（特別償却、投資税額控除）、③金融上の支

援措置（利子補給）、④財政上の支援措置（総合特区推進調整費の活用による支援）の

４つがあります。 

  

２ 現行計画の進捗について 

研究機関、大学、企業等の集積が進むなど各プロジェクトが進展しています。 

（１）平成 26 年度末時点の状況 

◇国の「総合特別区域評価・調査検討会」における評価結果（平成 27 年 12 月公表） 

「3.9 適当である」（1～5評価） 
 

参考：本特区による経済波及効果 [内閣府ホームページ公表ベース]（単位：億円） 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 合計 

４５ ２７５ ４２５ ７４６ 

＊運営効果（製品の販売・研究活動等）及び建設投資効果の合計値。本市以外の指定区域を含む 

 

（２）本特区のうち本市域における主な実績及び成果（平成 23 年度～平成 27 年度分） 

本市では、創薬や医療機器等の研究開発プロジェクトを「横浜プロジェクト」と位置

づけ、研究開発に必要な国費活用の支援や、国費活用ができなかった事業に対する本市

独自の助成制度「特区リーディング事業助成」等で支援を行っています。財政上の支援

措置の活用や省庁との規制緩和協議により、創薬や医療機器等の研究開発の推進等に一

定の成果を果たしてきました。 
ア 財政上の支援（国費）の活用実績    【合計 約 12 億 4,200 万円】 

総合特区制度 

財政上の支援措置 

特区推進調整費活用  

５プロジェクト 合計 約 6 億 1,800 万円 

「特区推進調整費」 

以外の国費等 

経済産業省（関東経産局）や日本医療研究開発機構（AMED）等の 

補助金活用 ６プロジェクト 合計 約 6 億 2,400 万円 

※特区リーディング事業助成（本市独自事業）  ５プロジェクト 合計 約 1 億 4,600 万円 

※平成 27 年度分の公表は 12 月予定 

※数値は四捨五入のため合計と一致しない 
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イ その他総合特区制度の活用実績 

金融の支援措置 パシフィコ横浜 大規模改修工事利子補給 支援利子補給額 約 1,600 万円 

規制の特例措置 13 件の規制緩和に関する省庁協議を実施 

 

 ウ 主な研究開発成果（横浜プロジェクトの推進） 

  ・腹腔鏡下手術のシミュレータの製品化・販売 

  ・世界で初めて iPS 細胞からヒトの肝臓（ミニ肝臓）の創出に成功 

・ヒト iPS 由来の心筋細胞の大量製造システムの開発 など 
 

＜参考＞ 今後、実用化・製品化などが見込まれる主な進捗中のプロジェクト 

・iPS 細胞による肝臓再生の実現化 

・多発性硬化症の体外診断薬の実用化 

・悪性度の高い乳がん診断薬及び治療薬の実用化 

・再生医療に用いる軟骨組織を人工的に 

作成するシステムの製品化 など 

 

３ 更新計画の内容について 

計画期間の延長（平成 29 年度からの５年間）を基本とし、国の総合特別区域評価・調

査検討会等の指摘事項等を踏まえ、当初計画時点からの社会情勢等の変化や取組状況の

進展等により、修正が必要となる計画及び目標等について一部見直しを行います。 

  

４ 今後スケジュール 

３県市を含む「ライフイノベーション地域協議会（※）」において、以下のスケジュール

で更新手続きを進めます。 

時期(予定)  

平成 28 年９月 30 日 計画書概要案（素案）を作成し、内閣府へ提出 

 ※以降、更新する計画の評価指標等について、国と協議調整 

平成 28 年 11 月 7 日 ライフイノベーション地域協議会開催（計画書案の審議） 

平成 29 年１月  国に認定（変更）申請 

平成 29 年３月  国からの認定（予定） 

※「ライフイノベーション地域協議会」：総合特別区域法に定める「地域協議会」として平成 23 年 3

月に３県市で設置。３県市の首長をはじめ、総合特区の特定事業を行う研究機関、企業等の委員によ

って、当該特区の方針や推進策等について審議・協議を行う。 

 

横浜市立大学 先端医科学研究センター 

手術シミュレータ 
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